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第１章  総     則 

 
第１ 節 計画の目的 

 
  本計画は、石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号。以下「法」とい
う。）第３１条の規定に基づき、法第２条第２号の規定による福島県内の石油コンビナー
ト等特別防災区域（以下「特別防災区域」という。）に係る防災に関し、福島県、関係特定
地方行政機関、関係市町、関係公共機関、公共的団体及び特定事業者その他防災上重要な
施設の管理者等（以下「関係機関等」という。）の処理すべき事務又は業務の大綱等を定め
るとともに総合的な防災対策の計画を定めるものとし、これを効果的に活用することによ
り、特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止を図り、もって特別防災区域に係る災
害から地域住民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 
 
 

第２ 節 計画の基本方針 

 
  本計画は、特別防災区域及び特定事業所（第一種事業所（法第２条第４号に定める事業
所。）及び第二種事業所（法第２条第５号に定める事業所。））等の実態を明確にし、災害
を想定の上、関係機関等が行うべき災害予防対策、災害応急対策、災害復旧対策の基本的
事項及び総合的な防災計画を定めるとともにその責任を明確にするもので、その実施細目
等については関係機関等において別途具体的に定めるものとし、特に、特定事業所等の防
災に関し第一次的に責任を有する特定事業者は「自衛又は共同防災体制の確立」、「防災
資機材の整備」及び「防災施設の設置」並びに「相互応援体制の強化」等を図るものとし、
さらに災害時における関係機関等の連絡及び協力体制の確立を図り、もって特別防災区域
に係る防災に万全を期することを基本方針とする。 
  なお、本計画は、将来、特別防災区域の変更又は追加指定、科学的調査研究の成果その
他特殊な事情等により必要が生じた場合には修正を加え、特別防災区域の実態に適合した
防災計画を逐次完備するものとする。 
 
 

第３ 節 福島県石油コンビナート等防災本部 

 
  福島県石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）は、福島県が特別防災
区域における総合的な防災対策を推進するため、法第２７条第１項の規定及び福島県石油
コンビナート等防災本部条例（昭和５１年福島県条例第５７号。以下「条例」という。）に
より県に設置したものであり、防災本部の構成員、組織、運営及び所管事務は次によるも
のとする。 
 
第１ 防災本部の構成員 

防災本部は、知事を本部長とし、次の本部員、幹事及び専門員をもって構成する。 
 １ 本部員 

本部員は、法第２８条第５項及び条例第２条第１項の規定により関係機関等の長又
はその指名するもの及び知事が指名又は任命するものが当たる。  

  (1) 法第２８条第５項第１号 
    特別防災区域の全部又は一部を管轄する特定地方行政機関の長又はその指名する職員 
  (2) 法第２８条第５項第２号 
    陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長 
  (3) 法第２８条第５項第３号 
    県警察本部長 
  (4) 法第２８条第５項第４号 
    県知事がその部内の職員のうちから指名する者（条例により１３人以内） 
  (5) 法第２８条第５項第５号 
    特別防災区域が所在する市町村の市町村長 
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  (6) 法第２８条第５項第６号 
    県知事が特別防災区域に係る防災に関し必要と認めて指定する市町村の市町村長 
  (7) 法第２８条第５項第７号 
    前２号に規定する市町村の消防長 
  (8) 法第２８条第５項第８号 
    特別防災区域内ごとに、特別防災区域内の特定事業所に係る特定事業者を代表する 
   者 
  (9) 法第２８条第５項第９号 
    その他県知事が必要と認めて任命する者（条例により７人以内） 

 

 ２ 幹   事 
幹事は、条例第３条第２項の規定により、本部員の属する機関又は特定事業所の職

員のうちから知事が任命する。 

 

  ３ 専 門 員 
防災本部に、専門の事項を調査させるため専門員を置くことができる。 
専門員は、法第２８条第７項の規定により、関係地方行政機関の職員、県の職員、関係

公共機関の職員、関係特定事業所の職員及び学識経験のある者のうちから、知事が任命す
る。      

 
第２ 防災本部の組織 

防災本部は、本部長、本部員、幹事及び専門員をもって組織し、防災本部に本部員会議、
幹事会及び事務局を置き、必要に応じ、部会、福島県石油コンビナート等現地防災本部（以
下「現地本部」という。）を置くものとする。 

  １ 本部員会議 
     防災本部に、福島県石油コンビナート等防災本部規程（以下「規程」という。）第２条

の規定により本部員会議を置き、本部員会議は、本部長及び本部員をもって構成し、防災
本部の事務を推進するものとする。 

 ２ 部    会 
     防災本部に条例第４条及び規程第５条の規定により、必要に応じ部会を置き、部会は、  

本部長が指名する本部員及び専門員をもって構成し、本部長から付議された専門の事項を
調査及び審議するものとする。 

  ３ 幹 事 会 
     防災本部に規程第１０条の規定により幹事会を置き、幹事会は幹事をもって構成し、本  

部員会議の所管に関する資料の収集、調査及び研究に関すること及びその他本部長が必要
と認める事項に関することを所管するものとする。 

  ４ 現地本部 
   本部長は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、特別  

防災区域において、緊急に統一的な防災活動を実施するため特別の必要があると認めると
きは、法第２９条第１項の規定により、現地本部を設置し、応急対策の迅速かつ的確な実
施を図るものとする。 

  ５ 事 務 局 
     防災本部は、県の付属機関であり、その庶務は、規程第１７条の規定により福島県危機

管理部危機管理総室において処理するものとする。 
 
第３ 防災本部の運営  
    防災本部の運営は、条例及びこれに基づく規程等により、本部員会議、幹事会、部会及び

現地本部を活用して行うものとする。 
 
第４ 防災本部の所管事務 
    防災本部は、特別防災区域に係る防災に関し、次の事務を所管する。 
 １ 福島県石油コンビナート等防災計画（以下「防災計画」という。）を作成し、及びその  

実施を推進すること。 
  ２ 防災に関する調査研究を推進すること。 
  ３ 防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。 
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  ４ 災害が発生した場合において、関係機関等が防災計画に基づいて実施する災害応急対策  
及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。 

  ５ 現地本部に対して、災害応急対策の実施に関し、必要な指示を行うこと。 
  ６ 災害が発生した場合において、国の行政機関及び他の都道府県との連絡を行うこと。 
  ７ その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。 
 
 

第４ 節 防災関係機関の組織及び事務又は業務の大綱 

 
 特別防災区域に係る防災に関する関係機関等の組織及び処理すべき事務又は業務の大綱は、
次のとおりとする。 
 
第１ 特定地方行政機関等 

機         関         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
 
東 
北 
管 
区 
警 
察 
局 

 
 総務監察・広域調整部 
   警務課・会計課・監察課 
 
   広域調整第一課・広域調整第
   二課・災害対策官 
 
 福島県情報通信部 
   通信庶務課・機動通信課・ 
   通信施設課・情報技術解析課 

 
１  災害発生時における警察官の応援派遣、災害装備

 資機材支援の調整に関すること。 

２  災害状況等の調査、災害情報の収集、報告連絡に
 関すること。 

 

 
福 
 
島 
 
労 
 
働 
 
局 

 
 労働基準部 
   監督課 
   健康安全課 
 
〔出先機関〕 
 いわき労働基準監督署 
    第１方面・第２方面・ 
    第３方面・安全衛生課 
 富岡労働基準監督署 
    監督・安衛課 

 

１ 労働災害防止のための監督・安全衛生指導に関す
ること。 

２ 労働災害防止対策の推進に関すること。 

３ 労働災害の調査、災害情報の収集に関すること。 

 

 

 

 

 

 

関 
東
東 
北
産 
業
保 
安
監 
督
部 
東
北 
支
部 

 
 
 保安課 
  
 電力安全課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 第１種事業所の新設等の届出に係る現地調査及び
工事完了後の確認に関すること。 

２ 特定事業所に対する立入検査に関すること。 

３ 高圧ガス施設の保安管理の監督、助言及び事故発
生時の調査に関すること 

４ 電気施設等の保安に関する監督、点検、指示及び
助言に関すること。 

５ 必要資機材の調達又はあっせんに関すること。 
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機         関         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
 
 
 
 
東 
 
北 
 
地 
 
方 
 
整 
 
備 
 
局 
 

 
 企画部 
   防災課 
 
 道路部 
   道路管理課 
 
〔出先機関〕 
 磐城国道事務所 
   総務課・経理課・工務課 
   調査課・管理課 

 
 港湾空港部 
   港湾空港整備・補償課 
   港湾空港防災・危機管理課 
   海洋環境・技術課 
 
〔出先機関〕 
 小名浜港湾事務所 
   総務課・品質管理課・工務課
・企画調整課・保全課 

 

１ 災害対応における東北地方整備局内調整に関する
こと。 

２ 一般国道指定区間の建設、保守及び管理に関する
こと。 

３ 一般国道指定区間の災害応急対策及び災害復旧に
関すること。 

４ 小名浜港内の直轄で実施する港湾施設及び海岸保
全施設の整備及び災害応急工事の実施に関するこ
と。 

５ 小名浜港内の供用中の港湾施設及び港湾内の海岸
保全施設の災害情報の収集及び災害応急対策の協力
に関すること。 

６ 小名浜港以外の災害の情報の収集に関すること。 

 
第 
二 
管 
区 
海 
上 
保 
安 
本 
部 

 
 警備救難部 
  警備課・救難課・環境防災課 
交通部 

  航行安全課 

 
〔出先機関〕 
  福島海上保安部 
   警備救難課・管理課・交通課 
 

 
１ 海洋汚染の防除及び海上災害の防止のための措置
の実施に関すること。 

２ 航行船舶及び在港船舶の安全確保に関すること。 

３ 海上災害に関する情報の収集及び伝達に関するこ
と。 

４ 海上における人命の救助及び財産の保護に関する
こと。 

５ 海上警備に関すること。 

 
福 
島 
地 
方 
気 
象 
台 

  
１ 気象、地象、水象の観測並びに予報及び警報の発
表及び伝達に関すること。 

 

 

 

 

 
東 
京 
航 
空 
局 

 
 仙台空港事務所 
   航空管制情報官 
 
 

 
１ 航空機事故による災害防止に関すること。 

２ 特別防災区域上空の飛行規制の周知徹底に関する
こと。 
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機         関         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
陸 
上 
自 
衛 
隊 

 
 第６特科連隊 
 第４４普通科連隊 
 第１１施設群 

 

１ 災害派遣要請に基づく救援活動に関すること。 

 
第２ 福 島 県 

部         署         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
総 
   

務 
    
部 

 
知事公室 
財務総室 

人事総室 
〔出先機関〕 

   相双地方振興局 
   いわき地方振興局 
   東京事務所 

 
１ 災害に係る広報に関すること。 

２ 災害応急対策費の予算措置に関すること。 

３ 災害対策の職員の動員に関すること。  

４ 政府、国会その他関係機関との連絡調整に関する
こと。 

   
危
機
管
理
部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

危機管理総室   

 

 

〔出先機関〕 
   相双地方振興局 
   いわき地方振興局 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 危機管理における県庁内調整に関すること。 
２ 防災本部の事務に関すること。 
３ 防災計画に関すること。 
４ 防災に関する調査研究に関すること。 
５ 防災に関する情報の収集伝達に関すること。 
６ 防災に関する教育及び訓練に関すること。 
７ 各部との連絡調整に関すること。  
８ 関係機関等の連絡調整に関すること。 
９ 防災資機材の整備に関すること。 
10 特定事業所の立入り検査に関すること。 
11  消防対策に関すること。 
12 危険物対策に関すること。 
13  災害救助に関すること。 
14  国の関係機関及び他県との連絡並びに応援に関す
ること。 

15 自衛隊の災害派遣の要請に関すること。 
16 高圧ガス及び火薬類の規制に関すること。 
17 高圧ガス及び火薬類の保安の指導監督及び教育訓
練に関すること。 

18 高圧ガス及び火薬類災害の応急対策に関するこ
と。 

生 
活 
環
境 
部 

 

環境共生総室 

環境保全総室 

 

１  公害対策に関すること。 

２ 廃棄物対策に関すること。（中核市を除く） 

 
保 
健 
福 
祉 
部 

 
保健福祉総室 

健康衛生総室   
  
〔出先機関〕 
相双保健福祉事務所 

 
１  毒物及び劇物の災害防止の指導監督及び教育に関
すること。 

２  災害時における応急医療及び保健衛生対策に関す
ること。 

３  飲料水対策に関すること。 
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部         署         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
商 
工 
労 
働 
部 

 
商工労働総室  

産業振興総室 

 
１  企業の災害復旧対策に関すること。 

２  商工業者の災害復旧資金融資対策に関すること。 

３  産業立地及び緑地等の整備に関すること。 

 
農 
林 
水 
産 
部 

 
農林水産総室 

生産流通総室  
 
〔出先機関〕 

   水産事務所  

 
１  水産災害対策に関すること。 

 

 

 

 
 

 
 
土 
 
木 
  

部 

 
土木総室 

道路総室  

河川港湾総室 

都市総室  

建築総室  
 
〔出先機関〕 
  相双建設事務所 
  いわき建設事務所 
   相馬港湾建設事務所 
  小名浜港湾建設事務所 

 
１  港湾施設等公共土木施設の整備、維持管理及び応
急対策に関すること。 

２  関係公共土木施設の災害復旧に関すること。 

３  港湾防災資機材の整備に関すること。 

 
企 
業 
局 

 
 企業局 
〔出先機関〕 

   企業局いわき事業所 

 
１  工業用水の確保に関すること。 

２  工業用水道の災害復旧に関すること。 

 
第３ 福島県警察本部 

部         署         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
  

警備部 
   災害対策課 
生活安全部 

   生活環境課 
交通部 

   交通規制課 
（警察署） 
いわき東警察署 
いわき南警察署 
双葉警察署 

 

 

１  災害地における警戒警備に関すること。 

２  緊急避難等の措置に関すること。 

３  危険物の保安措置に関すること。 

４  交通規制及び交通秩序の確保に関すること。  
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第４ いわき市 

部         署         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
総合政策部 
危機管理課 
ふるさと発信課 

 

１ 総合的災害対策の樹立に関すること。 

２ 各部等との連絡調整に関すること。 

３ 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 

４ 車両の調整及び調達に関すること。 

５ 広報活動に関すること。 

 

 
財政部 
 財政課 
  契約課 
会計室 
 

 
１ 災害対策費の予算措置に関すること。 

２ 災害応急対策に要する物品等の調達に関するこ
と。 

 
生活環境部 
環境企画課 
環境監視センター 
廃棄物対策課 
 

 
１ 公害対策に関すること。 

２ 廃棄物対策に関すること。 

 

 
保健福祉部 
保健福祉課 
いわき市保健所 

 
 

 
１ 応急医療並びに傷病者の援護及び病院への収容に
関すること。 

２ 被災地の伝染病の予防に関すること。 

３ 医療機関との連絡調整に関すること。 

 

 
農林水産部 
水産課 
農業振興課 
林務課 
 

 
１ 被災農林関係者の援助及び施設の災害復旧に関す
ること。 

２ 海難防止に関すること。 

３ 被災水産業者の連絡調整に関すること。 

 

 
産業振興部 
  工業・港湾課 
 

 
１ 産業基盤施設被害の調査に関すること。 

 

 
土木部 
  土木課 
  河川課 
  道路管理課 
 

 
１ 砂防施設、河川、道路、橋りょう等の災害復旧に
関すること。 

２ 応急資材の輸送に関すること。 

 
都市建設部 
  都市計画課 
 

 

１ 都市計画関係施設被害の応急復旧に関すること。 

 
小名浜支所 
勿来支所 
 

 

１ 広報活動に関すること。 

 
教育委員会 

 

１ 学校施設の復旧及び学用品の支給に関すること。 
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部         署         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
水道局 
 

 
１ 災害地の応急給水に関すること。 
２ 浄水の確保に関すること。 
３ 被災水道の復旧に関すること。 

 
消防本部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 消防本部内の連絡調整に関すること。 
２ 消防職員の招集に関すること。 
３ 気象情報の収集、伝達に関すること。 
４ 消防通信の運用及び保全に関すること。 
５  人命救助及び避難誘導に関すること。 
６  救急隊の運用に関すること。 
７  災害の防ぎょ活動に関すること。 
８  警戒区域の警戒に関すること。 
９  危険物の保安規制に関すること。 
10  災害（被害）状況の調査に関すること。 
11  特定事業所の異常現象の通報に関すること。 
12  消防防災資機材の整備に関すること。 
13  市町村の消防相互応援に関すること。 
14 消防団支団の出動要請に関すること。 
15 広報活動に関すること。 

 
消防団 

 
１  避難誘導及び広報活動に関すること。 

（注）処理すべき事務又は業務の大綱は、災害の発生事象に応じ、いわき市国民保護計画
並びにいわき市災害対策本部要綱の定めるところによるものとする。 

 
第５ 広 野 町 

部         署         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 

 環境防災課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１  総合的災害対策の樹立に関すること。 
２  各グループ等との連絡調整に関すること。 
３  関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 
４  災害対策費の予算措置に関すること。 
５  車両の調整及び調達に関すること。 
６  応急救助のための食料品類の調達に関すること。 
７  市町村の消防相互応援に関すること。 
８ 応急医療並びに傷病者の援護及び病院への収容に
関すること。 

９ 被災地の伝染病の予防に関すること。 
10 被災者の援護対策に関すること。 
11 医療機関との連絡調整に関すること。 
12 災害応急対策に要する物品等調達に関すること。 
13 広報活動に関すること。 
14 災害出動人員及び被災者に対する炊き出しに関す
ること。 

  

建設課 
 産業振興課 
  

 
１ 被災農林関係者の援助及び施設の災害復旧に関す
ること。 

２ 産業基盤施設被害の調査に関すること。 
３ 砂防施設、河川、道路、橋りょう等の応急復旧に
関すること。 

４ 応急資材の輸送に関すること。 
５ 海難防止に関すること。 
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部         署         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
 双葉地方水道企業団 

 

１ 災害地の応急給水に関すること。 

２ 浄水の確保に関すること。 

３ 被災水道の復旧に関すること。 

 
 消防団 

 

１ 災害の防ぎょ活動に関すること。 

２ 人命救助及び避難誘導に関すること。 

 
第６ 双葉地方広域市町村圏組合 

部         署         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
 消防本部 

 
１ 消防職員の招集に関すること。 
２ 気象情報の収集、伝達に関すること。 
３ 消防通信の運用及び保全に関すること。 
４ 人命救助及び避難誘導に関すること。 
５ 救急隊の運用に関すること。 
６ 災害の防ぎょ活動に関すること。 
７ 警戒区域の警戒に関すること。 
８ 危険物の保安規制に関すること。 
９ 災害（被害）状況の調査に関すること。 
10 特定事業所の異常現象の通報に関すること。 
11 消防防災資機材の整備に関すること。 

 
第 7  関係公共機関等 

機         関         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

 
 東北電力株式会社福島支店 
    
 〔出先機関〕 
   いわき営業所 
   いわき技術センター 

 
１ 非常時の電力の確保に関すること。 

２ 電力施設の災害復旧に関すること。 

 
 東日本電信電話株式会社福島支店 
    災害対策室 

 

１ 非常通信の確保に関すること。 

２ 電信電話施設の災害復旧に関すること。 

 
 福島臨海鉄道株式会社 

 

１ 危険物輸送時の災害防止に関すること。 

 
 日本赤十字社福島県支部 

 

１ 救護対策に関すること。 

 



  

10 

第８ 事 業 所 

機         関         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
 特定事業所 
 （第１種事業所）     
   ㈱クレハ生産・技術本部いわき事業所 

  小名浜石油埠頭㈱    
   小名浜石油㈱ 
    常磐共同火力㈱勿来発電所小名浜ｽﾃｰｼｮﾝ 
   常磐共同火力㈱勿来発電所    
   JXTGエネルギー㈱小名浜油槽所 

   東西ｵｲﾙﾀｰﾐﾅﾙ㈱小名浜事業所 

   東京電力フュエル＆パワー㈱広野火力発電所 

 
１ 自衛防災組織、共同防災組織の設置に関するこ
と。 

２ 防災資機材の整備に関すること。 
３ 防災施設の設置に関すること。 
４ 防災規程の策定に関すること。 
５ 危険物、高圧ガス等の保安管理に関すること。 
６ 災害予防措置及び災害応急措置に関すること。 
７ 異常現象時の通報連絡体制の確立に関すること。 
８ 事業所間の防災相互応援に関すること。 
９ 保安及び防災教育の実施に関すること。 
10 防災訓練の実施に関すること。 
11 防災に関する調査研究に関すること。 

 
 （第２種事業所） 

   小名浜製錬㈱小名浜製錬所 
   東邦亜鉛㈱小名浜製錬所 

㈱クレハ生産・技術本部いわき事業所 

小名浜移送所 

堺化学工業㈱小名浜事業所 

日本製紙㈱勿来工場 

㈱いわきサンソセンター 
   ㈱クレハ環境       
   小名浜蒸溜㈱ 
  東京ガス㈱小名浜サテライト  
  三菱ケミカル㈱小名浜事業所 

 
１ 自衛防災組織、共同防災組織の設置に関するこ
と。 

２ 防災資機材の整備に関すること。 
３ 防災施設の設置に関すること。 
４ 防災規程の策定に関すること。 
５ 危険物、高圧ガス等の保安管理に関すること。 
６ 災害予防措置及び災害応急措置に関すること。 
７ 異常現象時の通報連絡体制の確立に関すること。 
８ 事業所間の防災相互応援に関すること。 
９ 保安及び防災教育の実施に関すること。 
10 防災訓練の実施に関すること。 
11 防災に関する調査研究に関すること。 

 
  その他の事業所 

 
１ 特定事業所に準じた防災対策の確立に関するこ
と。 

    
 
第９ 特別防災区域協議会等 

機         関         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
いわき地区石油コンビナート等 

             特別防災区域協議会 

 
１ 災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作
成に関すること。 

２ 災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研
究に関すること。 

３ 事業所等の職員に対する災害の発生又は拡大の防
止に関する教育の共同実施に関すること。 

４ 共同防災訓練の実施に関すること。 
５ 災害を防止するための相互援助に関すること。 
６ その他防災対策の推進に関すること。 

 
 小名浜共同防災組織 
（小名浜共同防災協議会） 

 
１ 構成事業所における災害の発生又は拡大の防止に
必要な業務の実施に関すること。 

２ 法第１９条に基づく共同防災規程に関すること。 
３ 小名浜共同防災センターに関すること。 
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第１０ そ の 他 

機         関         名 処 理 す べ き 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 
 
 小名浜港海上安全対策協議会 

 
１ 小名浜港における事故等の未然防止及び事故等が
発生した際の措置に関すること。 

 
 いわき市医師会 
 双葉郡医師会 

 
１ 関係市町からの要請に基づく、救護対策に関する
こと。 
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第２章  特別防災区域の現況 

 

第１ 節 特別防災区域 

 
第１ いわき地区 
 
１ いわき市に所在する特別防災区域「いわき地区」は、昭和５１年７月９日、「石油コンビ
ナート等特別防災区域を指定する政令（昭和５１年政令第１９２号）及び昭和５１年７月
１４日、「石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令別表に規定する主務大臣の定
める区域を定める告示（昭和５１年通商産業省・自治省告示第１号）」により、その区域
が指定された。 

２ 石油を主要取扱貨物のひとつとする大剣埠頭の竣工等に伴い、昭和５３年４月３日、  
「石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する告示（昭和５３年
通商産業省・自治省告示第１号）」により、大剣埠頭等の区域が追加指定された。 

３ 特定事業所に隣接し、その工業原料の取扱が計画されている７号埠頭及びその他の埋め立
て竣工等に伴い、昭和５６年１２月１１日、「石油コンビナート等特別防災区域を指定す
る政令の一部を改正する政令（昭和５６年政令第３４１号）及び「石油コンビナート等特
別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する告示（昭和５６年通商産業省・自治省告示
第３号）」により、７号埠頭等の区域が追加指定された。 

４ 呉羽環境株式会社（現・株式会社クレハ環境）の敷地拡張に伴い、平成９年７月１１日、
「石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する告示（平成９年通
商産業省・自治省告示第１号）」により、呉羽環境株式会社の拡張区域が追加指定された。 

５ 呉羽環境株式会社（現・株式会社クレハ環境）における敷地内の合筆に伴い、平成１８年
３月２９日、「石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する告示
（平成１８年総務省・経済産業省告示第１号）」により、区域が指定された。 

６ 土地区画整理事業による特定事業所の住所変更等に伴い、平成２２年９月１４日、「石油
コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する告示（平成２２年総務省・
経済産業省告示第４号）」により、区域が指定された。 

 
第２ 広 野 地 区 
 
１ 広野町に所在する特別防災区域「広野地区」は、火力発電所の建設に伴い、昭和５３年４
月３日、「石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令（昭和
５３年政令第８７条）」及び「石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部
を改正する告示（昭和５３年通商産業省・自治省告示第１号）」により、その区域が指定
された。 

 
２ 上記政令で「埋立地の区域」として指定されていた区域が、地番登記されたことに伴い、
昭和５６年１２月１１日、「石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改
正する政令（昭和５６年政令第３４１号）」及び「石油コンビナート等特別防災区域に係
る区域の指定の一部を改正する告示（昭和５６年通商産業省・自治省告示第３号）」によ
り、当該埋立地の区域が地番で指定された。 
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三 菱 ケ ミ カ ル ㈱ 小 名 浜 事 業 所

東 京 ガ ス ㈱ 小 名 浜 サ テ ラ イ ト

小 名 浜 蒸 留 ㈱

㈱ ク レ ハ 環 境

㈱ い わ き サ ン ソ セ ン タ ー

日 本 製 紙 ㈱ 勿 来 工 場

堺 化 学 工 業 ㈱ 小 名 浜 事 業 所

㈱ ク レ ハ 生 産 ・ 技 術 本 部 い わ き 事 業 所

小 名 浜 移 送 所

東 邦 亜 鉛 ㈱ 小 名 浜 製 錬 所

小 名 浜 製 錬 ㈱ 小 名 浜 製 錬 所

東 西 オ イ ル タ ー ミ ナ ル ㈱

小 名 浜 事 業 所

J X T G エ ネ ル ギ ー ㈱

小 名 浜 油 槽 所

常 磐 共 同 火 力 ㈱ 勿 来 発 電 所

常 磐 共 同 火 力 ㈱ 勿 来 発 電 所

小 名 浜 ス テ ー シ ョ ン

小 名 浜 石 油 ㈱

小 名 浜 石 油 埠 頭 ㈱

㈱ ク レ ハ 生 産 ・ 技 術 本 部 い わ き 事 業 所

第
一
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事
業
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事
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第２ 節 自然環境 
 
第１ いわき地区 
 
  １ 地 勢 
   (1) 小名浜区域 

小名浜区域は、いわき地区の中心地から南西へ約３キロメートルの臨海部に位置し、常
磐線並びに国道６号線より東方約４．４キロメートルの地点にあり、その地勢は南西に向
かって開き、東端三崎と北端国道６号線によって界限されている。    

 
   (2) 佐糠町区域 

佐糠町区域は、勿来地区植田町の市街地から南東約１．５キロメートルの海岸線に位置
し、東北の海の玄関である重要港湾小名浜港より南西６キロメートルの地点にあり、その
地勢は南東に向かって開き、北端常磐バイパスによって界限されている。 

 
   (3) 錦町区域 

錦町区域は、勿来地区錦町の市街地に隣接し、常磐線勿来駅により北方２．２キロメー
トルの地点にあり、その地勢は西方に向かって開き、北端江栗と南端常磐線によって界限
されている。 

 
  ２ 気 象 
   (1) 小名浜区域 

小名浜区域は、南東が太平洋に面し海洋の影響を受け、気温較差は年間を通じて小さく、
気候は温暖で、年平均気温は、１３．４℃、年降水量の平年値は１４０８．９ミリメート
ルである。  
年間の風向は冬季は北又は北北西、夏季は南又は北が最も多い。また、昼間の場合夏季

は南、冬季は北が主である。 
年平均風速は２．８メートル／秒で、２０メートル／秒以上の風は極めて少ない 

                                               
   (2) 佐糠町・錦町区域 

佐糠町・錦町区域は、南東が太平洋に面し海洋の影響を受け、気温較差は年間を通して
小さく、気候は温暖である。また、雨量は５月及び９月から１０月にかけて多く、雪は年
間１から２回にとどまりほとんど積雪はみられない。 
風向きは、夏季は南東、他の時季は北又は北西の風が多く、その平均風速は３．４メー

トル／秒であり、２０メートル／秒以上の風は極めて少ない 
 
  ３ 地 象 
   (1) 小名浜区域 

小名浜区域は、南東が太平洋に面し、平野が開け、一般に土丹と称される第三紀層や白
亜紀層を基盤として、ほとんどが１００メートル以上の丘陵地と段丘とからなっている。
その地質は洪積層からなり、海底はおおむね平坦な土丹岩が露出しているが、その他の部
分は厚い細砂岩である。 
主要河川は、藤原川が太平洋に注いでいる。 

   (2) 佐糠町区域 
佐糠町区域は、南東が太平洋に面し、平野が開け、一般に土丹と称される第三紀層や白

亜紀層を基盤として、ほとんどが１００メートル以上の丘陵地と段丘とからなっている。
その地質は洪積層からなり、海底はおおむね平坦な土丹岩が露出しているが、その他の部
分は厚い細砂岩である。 
主要河川は、多目的ダムや工業用水に利用されている鮫川が太平洋に注いでおり、河口

付近では砂浜が発達している。 
   (3) 錦町区域 

錦町区域は、海岸線に近く、平野が開け、一般に土丹と称される第三紀層や白亜紀層を
基盤として、ほとんどが１００メートル以上の丘陵地と段丘及び主要河谷の谷底平野から
なり、その地質は洪積層である。 
主要河川は、多目的ダムや工業用水に利用されている鮫川が太平洋に注いでいる。 
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  ４ 海 象 

この区域の海底は、おおむね平坦な土丹岩が露出しているが、その他の部分は厚い細
砂岩である。 
過去における最高潮位は、昭和５５年１２月に観測されたＴＰ（東京湾平均海面）上

１．１７メートルで、同じく最低潮位は昭和２７年１１月の－０．２６６メートルとな
っている。潮流は防波堤内において０．１５ノット以下と極めて微弱であり、上げ潮流
は各測点とも港内奥部（北東方向）に向かって流れ、満潮時間は１時間から３時間まで、
下げ潮流はこの逆で港外(南西方向)に流出し、干潮時間は１時間から５時間までである。 
港内での上げ潮流の最大は、中心付近の０．１５ノットで、この付近が分岐点となり

北流するものと返り潮により南流するものとに分かれている。 
防波堤外においては潮流が速く、最大は０．１９から０．４４ノットを示し、上げ潮      

の最大は満潮３時間前の０．１５から０．４４ノット、下げ潮時は満潮２時間後の０．      
２から０．２５ノットとなっている。 

 
第２ 広 野 地 区 
 
  １ 地  勢 

広野地区は、広野町の市街地から北へ約５キロメートルの地点にあり、北は町境、西は常
磐線によって界限され、東は海に面している。 

   
  ２ 気  象 

広野地区は、太平洋側特有の気象条件をもち、夏は涼しく、冬は温暖で年平均気温は１２．
６℃であり、また年降水量は平均１５９７．６ミリメートルであるが、雪は少なく、冬季間
阿武隈山地からの風が強い。 

                                                      
  ３ 地  象 

地形は、標高４０～５０メートルの起伏に富んだ丘陵地で、広野火力発電所用地は、海
食崖を切り崩した埋め立て地からなっている。 
地質基盤は新第三紀鮮新世の富岡層（泥岩、砂質泥岩）からなっている。 

 
  ４ 海  象 

全面海域の水深１０メートルまでの海底勾配は、平均１／２００程度であり、また底質は
大部分前期富岡層に属する泥岩であり、一部３０センチメートル程度の砂が堆積している。 
過去における最高潮位は、昭和３５年５月のチリ地震による津波の時観測された＋３．１

２２メートルで、最低潮位は同じくそのとき観測された－１．９１８メートルである。 
潮流は、夏季及び冬季は南流が、秋季は北流が卓越しており、全般的には南流がやや優勢

である。 
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第３ 節 事業所の施設等 

 
第１ いわき地区 
 
  １ 事業所数 

所在事業所は次のとおりであるが、事業所によっては、敷地又は業務管理等の関係で、
数社をもって１特定事業所となっているもの、あるいは１社で複数の特定事業所を有し
ているものがある。 

   (1) 特定事業所 
       第１種事業所・・・・・ ７ 
       第２種事業所・・・・・ １０ 
  (2) その他の事業所（特定事業所以外の事業所をいう。以下同じ。）・・・・１８ 
 
  ２ 危険物等施設 

所在事業所のうち、特定事業所はもとよりその他若干の事業所も石油類、高圧ガス、
石油類以外の危険物及び毒物、劇物（以下「危険物等」という）を貯蔵し、取扱い、又
は処理するための諸施設を有しており、その概要は次のとおりである。 

   (1) 石油類 
石油類の施設は、屋外貯蔵タンクが主であり、最大１０万キロリットルから１０キ

ロリットル未満のものまで相当数存在し、その他屋内における貯蔵施設及び取扱施設
並びに荷役のための桟橋等がある。 

   (2) 高圧ガス 
７事業所で製造又は処理施設を有しており、移送のため導管及び船積出荷役設備が

主なものである。 
   (3) 石油類以外の危険物 

石油類以外の危険物の施設は、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵施設、製造施設及び取扱
施設が相当数存在する。 

 
  ３ 危険物等貯蔵取扱、処理量 
   (1) 石油類 

いわき地区所在の事業所で貯蔵又は取り扱っている石油類の数量は、いわき市消防
本部の許可数量で特別防災区域の指定基準を相当量上回っている。 

   (2) 高圧ガス 
７事業所で処理しており、その量は県危機管理総室の許可数量で特別防災区域の指

定基準を相当量上回っている。 
   (3) その他の危険物 
       石油類以外の第４類危険物及びその他の危険物は、相当量貯蔵取扱がなされてい

る。 
   (4) 毒物、劇物 

毒物、劇物は相当量貯蔵されている。 
 
  ４ 危険物の入出荷状況 

いわき地区における危険物等の入出荷は、海上経由（主として４号埠頭及び大剣埠
頭並びに小名浜石油㈱専用桟橋及びシーバースを使用）と陸上経由（主としてタンク
ローリー、パイプラインを使用）により行われている。                                 

 
  ５ 危険物等積載船舶入港状況 

危険物を積載した船舶の入港状況は、大型化の傾向がうかがえる。 
 
第２ 広 野 地 区 
 
  １ 事業所数 
     所在事業所は、次のとおりである。 
     特定事業所 
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     第１種事業所・・・・・・・１ 
     
  ２ 危険物等施設 
     所在事業所は特定事業所１社であるが、その概況は、次のとおりである。 
   (1) 石油類 

石油類の施設は、屋外貯蔵タンクが主であり、最大５万キロリットルから１０キロリッ
トル未満のものまで存在し、その他屋内における貯蔵施設及び取扱施設等並びに荷役のた
めの桟橋等がある。 

   (2) 高圧ガス 
       アンモニア及び液化窒素の貯蔵タンクが若干存在する。 
   (3) 石油類以外の危険物 

石油類以外の危険物施設は、保有していない。 
 
  ３ 危険物等貯蔵取扱、処理量 
   (1) 石油類 

所在事業所で貯蔵又は取り扱っている石油類の数量は、双葉地方広域市町村圏組合消防
本部の許可数量で、特別防災区域の指定基準を相当量上回っている。 

   (2) 高圧ガス 
       窒素ガス等の製造、液化アンモニア及び水素ガス等を若干貯蔵している。 
   (3) その他の危険物 
       第４類動植物油類が若干存在する。 
   (4) 毒物、劇物 

区域内で劇物の貯蔵タンクが若干存在する。毒物については保有していない。 
 
  ４ 危険物等の入出荷状況 

広野地区における危険物等の入荷は、海上経由（東京電力㈱中央火力事業所広野火力発電
所専用桟橋を使用）及び陸上経由（タンクローリーを使用）により行われる。 

 
  ５ 危険物等積載船舶入港状況 
     危険物を積載し、入港する船舶は、５千トン級タンカーである。  
 
 

第４ 節 周辺公共施設等 

 
第１ いわき地区 
 
  １ 建 築 物  

特別防災区域内周辺には官公庁、学校等の公共施設が存在する。 
 
  ２ 小名浜港 

小名浜港における諸施設は、係留施設をはじめ防波堤等がある。 
   係留施設のうち、危険物等を主に取扱うのは、４号埠頭及び大剣埠頭並びに小名浜石油㈱ 

  専用の桟橋及びシーバースである。 
 
  ３ 運 輸 等 

防災関係各機関は、その所管事務に応じ、各種車両、船舶を所有している。 
 
  ４ 電    力 
   (1) 水力発電所の状況 

東北電力㈱の発電所がいわき市に１３箇所存在し（ただし、全て特別防災区域外）、夏
井川、鮫川の２水系を利用している。 

   (2) 火力発電所の状況 
常磐共同火力㈱勿来発電所が特別防災区域に存在し、特別防災区域内の事業所に供給す

るほか、いわき地方その他へ供給している。 
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   (3) 変電所の状況 
東北電力㈱の変電所がいわき市に１４箇所存在する（ただし、全て特別区域外）。 

 
  ５ 通   信 
     防災関係各機関は、一般加入電話のほか、専用の無線局を開設しているところが多い。 
 
  ６ 水   道 
   (1) 上水道 

いわき地区及びその周辺への給水施設は２０箇所あり、給水能力は１日当たり１９万ト
ン強である。 

   (2) 工業用水道 
高柴ダム、四時ダム及び海水を利用して給水しており、その量は１日当たり約１００万

トンに及んでいる。 
 

  ７ 道   路 
     いわき地区内は、県道の窪田江栗線、泉岩間植田線のほか市道が縦横に走っている。 
 
  ８ 医療施設 

いわき地区周辺の医療施設としては、保健所、病院、医院をあげることができる。 
 
 
第２ 広 野 地 区 
 
  １ 建築物 

特別防災区域内には公共建築物は存在しないが、その周辺には、若干存在する。 
 
  ２ 東京電力フュエル＆パワー㈱広野火力発電所専用港湾 
     係留施設や防波堤等の施設が存在する。 
 
  ３ 運輸等 

防災関係各機関は、その所管事務に応じ、各種車両、船舶を所有している。 
 
  ４ 電   力 

東京電力フュエル＆パワー㈱広野火力発電所が存在し、首都圏へ供給している。 
 
  ５ 通   信 
     防災関係機関は、 一般加入電話のほか、専用の無線局を開設しているところがある。 
 
  ６ 水   道 

広野地区及びその周辺には上水道が供給され、１日当たりの計画給水量は３，０００トン
である。 

 
  ７ 道   路 
     広野地区内は国道６号線より東へ町道の東原関の上線が走っている。 
  
  ８ 医療施設 

広野地区周辺の医療施設としては、医院をあげることができる。 
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第５ 節 消防力 

 
  特定事業所を含め、消防防災関係機関は、それぞれの責任において消防力の整備に努めてい
るが、現在の消防力は、法及び「消防力の整備指針（平成１２年消防庁告示第１号）」、さら
には、地域の実情等からみてさらに充実する必要があるので、逐次その整備強化に努めている。 
  


